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議案第１０８号 

指定管理者の指定について 

 

小田原市民ホールの指定管理者の選定について 

１ 施設の概要 

(1) 施 設 名  小田原市民ホール 

(2) 所 在 地  小田原市本町一丁目７番５０号 

(3) 開設年月日  令和３年９月５日 

(4) 設 置 目 的  芸術文化創造の拠点として市民の芸術文化活動を推進するととも

に、交流活動の機会を提供し、これらによるまちのにぎわいの創出

を図ることにより、芸術文化の振興並びにまちなかの回遊性の向上

及びまちの活性化に寄与するため 

２ 指定管理者が行う業務 

(1) 小田原市民ホール条例（令和２年小田原市条例第１号）第３条に規定する事業の

実施に関すること。 

参考 (1) 市民ホールの施設及び設備を住民の利用に供すること。 

   (2) 芸術文化の振興に関する事業の企画及び実施に関すること。 

   (3) 観光、国際交流、福祉、教育、産業等との連携によるまちのにぎわい

を創出する取組に関すること。 

   (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

(2) 利用の許可及び取消し、その他施設の利用に関すること。 

(3) 利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。 

(4) 施設及び付属設備の維持管理に関すること。 

(5) 施設の設置目的を達する範囲かつ指定業務の実施を妨げない範囲における、指定

管理者による自主的な事業に関すること。 

(6) その他施設の管理運営に必要な業務 

３ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

４ 選定までの経過 
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第１回指定候補者選定委員会開催 

（募集方法及び内容の確認） 
令和６年３月２１日 

募集要項配布 令和６年６月４日～９月１３日 

質問受付期間 令和６年６月１０日～６月１７日 

説明会及び現地見学会 令和６年６月１２日 

申請受付期間 令和６年７月２日～９月１３日 

第２回指定候補者選定委員会開催 

（申請団体のプレゼンテーション、質疑

応答、採点、選定） 

令和６年１０月１７日 

５ 申請状況 

団体名 所在地 主な事業内容 

小田原三の丸ホール

芸術文化創造パート

ナーズ 

横浜市青葉区荏田

西二丁目１番３号 

株式会社タウンニュース社：地域情報誌

の発行 

一般財団法人小田原市事業協会：売店、

駐車場、体育施設、文化施設、公園等の 

管理運営（主に小田原市からの受託業

務） 

株式会社オービーエム管財：清掃、環境

衛生管理 

ＦＭ小田原株式会社：放送法による一般

放送に関する事業、イベント企画 

小田原未来創造ネッ

トワーク 

東京都港区芝三丁

目２３番１号 

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザ

イン：施設運営 

株式会社神奈川共立：舞台管理 

万葉俱楽部株式会社：公衆浴場の経営、

温泉供給業務、その他業務 

株式会社エス・ビー・エム：維持管理、

清掃 

６ 審査・協議の概要 
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小田原市民ホール指定候補者選定委員会により、申請団体の審査及び協議を行った。 

(1) 小田原市民ホール指定候補者選定委員会の構成 

区  分 氏   名 役 職 等 

委 員 長 湯 川 恵 子 神奈川大学教授（経営学部国際経営学科） 

委  員 梶   奈生子 東京文化会館事業企画課長 

委  員 関   佳 史 株式会社ｔｖｋコミュニケーションズ顧問 

委  員 志 村 恵美子 税理士 

委  員 山 本 博 文 小田原箱根商工会議所専務理事 

委  員 中 根 希 子 ピアニスト 

委  員 澤 田 知可子 アーティスト 

委  員 大 木 勝 雄 小田原市文化部長 

委  員 和 田 芳 廣 小田原市経済部副部長 

委  員 早 川   潔 小田原市企画部長 

委  員 佐 藤 正 和 小田原市都市部長 

(2) 審査・協議結果 

事業計画書等の申請書類、プレゼンテーション及び質疑応答の内容を基に、各委

員が審査基準に従って各申請団体を採点した。 

小田原三の丸ホール芸術文化創造パートナーズ 

審査項目 配点 得点 

１ 申請者の管理運営能力及び妥当性（配点：２２５点） 

指定管理業務実施にあたっての基本方針 ４５ ３６ 

応募理由 ４５ ３７ 

業務の推進体制 ９０ ７４ 

安定した管理運営を行うための基盤 ４５ ２９ 

２ 「文化・芸術の拠点」としての役割を果たすための事業計画（配点：２２５

点） 

施設運営 ９０ ７０ 

施設管理 ４５ ３５ 
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市民の文化・芸術活動を推進する事業企画 ９０ ６６ 

３ 「まちのにぎわい創出の拠点」としての役割を果たすための事業計画（配 

点：１８０点） 

まちのにぎわいを創出する事業企画 ９０ ６６ 

回遊の促進 ９０ ６４ 

４ 小田原三の丸ホールの魅力をさらに高める事業計画（配点：９０点） 

利用促進計画 ４５ ３７ 

申請者の管理運営に対するアイデアやノウハウの一層の

活用 
４５ ３１ 

５ 申請者が提案する事業計画が実現可能な収支計画（配点：９０点） 

実現可能な収支計画 ４５ ３０ 

経費削減の取組 ４５ ３０ 

６ 小田原三の丸ホールの管理運営を通じて行う社会貢献・地域貢献（配点： 

９０点） 

社会貢献への取組 ４５ ３４ 

地域貢献への取組 ４５ ３４ 

（合計) ９００ ６７３ 

  小田原未来創造ネットワーク 

審査項目 配点 得点 

１ 申請者の管理運営能力及び妥当性（配点：２２５点） 

指定管理業務実施にあたっての基本方針 ４５ ３６ 

応募理由 ４５ ３５ 

業務の推進体制 ９０ ４４ 

安定した管理運営を行うための基盤 ４５ ３６ 

２ 「文化・芸術の拠点」としての役割を果たすための事業計画（配点：２２５

点） 

施設運営 ９０ ６０ 

施設管理 ４５ ３３ 
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市民の文化・芸術活動を推進する事業企画 ９０ ６４ 

３ 「まちのにぎわい創出の拠点」としての役割を果たすための事業計画（配 

点：１８０点） 

まちのにぎわいを創出する事業企画 ９０ ６４ 

回遊の促進 ９０ ７０ 

４ 小田原三の丸ホールの魅力をさらに高める事業計画（配点：９０点） 

利用促進計画 ４５ ３１ 

申請者の管理運営に対するアイデアやノウハウの一層の

活用 
４５ ３２ 

５ 申請者が提案する事業計画が実現可能な収支計画（配点：９０点） 

実現可能な収支計画 ４５ ２９ 

経費削減の取組 ４５ ３０ 

６ 小田原三の丸ホールの管理運営を通じて行う社会貢献・地域貢献（配点： 

９０点） 

社会貢献への取組 ４５ ３４ 

地域貢献への取組 ４５ ３３ 

（合計) ９００ ６３１ 

この結果、小田原市民ホール指定候補者選定委員会としては、小田原三の丸ホー

ル芸術文化創造パートナーズが指定候補者として適切であるとの結論に至った。 

なお、次の内容を、要望事項として付した。 

ア 芸術文化活動を行う市民のパートナーであることを十分に認識し、事業の運

営に努めること。 

イ 多くの市民が文化・芸術に関心を持つきっかけとなるよう事業の内容や周知

方法を工夫するとともに、市民による活動に新しいつながりを生み出すような

事業展開に努めること。 

ウ 事業者の特性を生かした事業を実施しつつ、来館者の周辺地域への回遊促進

に努めること。 

エ 共同事業体を構成する各事業者の財務状況には十分に留意するとともに、文

化ホールは収益性の高い施設ではないことを踏まえ、健全かつ持続的な経営を
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心がけること。 

７ 指定候補者 

小田原市民ホール指定候補者選定委員会における審査・協議を踏まえ、次の団体を

指定候補者として選定した。 

(1) 団 体 名  小田原三の丸ホール芸術文化創造パートナーズ 

(2) 代 表 者 名  株式会社タウンニュース社 代表取締役 宇山 知成 

(3) 所 在 地  横浜市青葉区荏田西二丁目１番３号 

 

 


